
 

 
■目 的 

 本マスタープランは、省エネルギー化による地球温暖化防止対策、光熱水費の削減、ニュービジネス

の育成に効果があるＥＳＣＯ（エスコと読む。Energy Service Companyの略）事業を、広汎な府有建築

物に効果的に展開するための計画である。 

 

■民間資金活用型ＥＳＣＯ事業のしくみ 

本マスタープランにおいて、本府が実施を進める民間資金活用型（シェアードセイビングス契約）Ｅ

ＳＣＯ事業は、府有建築物の設備等について、民間の資金・ノウハウを有効活用して省エネルギー化改

修し、省エネルギー化による光熱水費の削減分で改修工事にかかる経費等を償還し、残余を本府とＥＳ

ＣＯ事業者の利益とする事業である。 
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広汎な府有建築物にＥＳＣＯ事業を効果的に展開するための計画 



■民間資金活用型ＥＳＣＯ事業の特長と本府主要施策との関係 

民間資金を有効活用するため、初期投資が不要であり、①光熱水費が削減されて、経費削減となるほ

か、②ＣＯ２の排出量が削減されて、環境対策が図れ、さらに、③ＥＳＣＯというニュービジネスの育

成になるという一石三鳥の効果がある。 

そのため、本府の主要施策である「大阪府行財政計画（案）」、「大阪２１世紀の環境総合計画」、「大

阪産業再生プログラム（案）」においても、ＥＳＣＯ事業の推進が掲げられている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■マスタープラン策定に至った背景 

ＥＳＣＯ事業は、第２次石油危機以降の１９７０年代後半にアメリカで生まれた省エネビジネスであ

り、欧米においては省エネルギー推進手法として重要な役割を果たしている。 

我が国では、平成８年度に通商産業省（現 経済産業省）資源エネルギー庁に「ＥＳＣＯ検討委員会」

が設置され、欧米におけるＥＳＣＯ事業の現状調査等を通じて我が国へのＥＳＣＯ事業導入方策の検討

が始まった。平成９年度以降は、（財）省エネルギーセンターに、ＥＳＣＯに係るさまざまな検討委員会

が設置され、引き続きＥＳＣＯ事業導入に係る方策等の検討が行われている。 

一方、本府においても、これらの動向を受けて、平成１２年度に｢ＥＳＣＯ事業導入方策基礎調査｣を

行い、府有建築物において本格的にＥＳＣＯ事業を導入するための法的課題等の整理を行い、募集～契

約手法を確立した。 

この基礎調査を基に、平成１３年１月に全国自治体初となる民間資金活用型ＥＳＣＯ事業の提案公募

を実施（府立母子保健総合医療センターＥＳＣＯ事業）した。平成１３年度にはその最優秀提案者と契

約締結後、府立母子保健総合医療センターの省エネルギー化改修を実施し、平成１４年４月１日よりＥ

ＳＣＯ事業者による省エネルギーサービスが開始され、その結果めざましい省エネ効果を生み出してい

る。 

さらに、平成１３年度には、ＥＳＣＯ事業をさらに広汎な府有建築物において展開することを目的と

して、「大阪府ＥＳＣＯ推進マスタープラン策定調査」を行った。 

同調査により、多くの府有建築物においてもＥＳＣＯ事業の実施可能性が明らかとなったので、同調

査を基に本マスタープランを策定するものである。 
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■「大阪府ＥＳＣＯ推進マスタープラン策定調査」について 

平成１３年度に実施した「大阪府ＥＳＣＯ推進マスタープラン策定調査」では、府有建築物における

省エネルギー可能性調査とその結果に基づくＥＳＣＯ事業可能性調査を行い、学識経験者を含めた「大

阪府ＥＳＣＯ推進マスタープラン策定調査委員会」の審議を経て結果を取りまとめた。 

 

◇省エネルギー可能性調査とＥＳＣＯ事業可能性調査 

 
●省エネルギー可能性調査 
大阪府ＥＳＣＯ推進マスタープラン策定調査委員会において選定された３５施設について、それぞれ

の現場におけるウォークスルー調査を行った。また、既設最新図面により現況設備の仕様･台数等の確認

を行い、過去３年間の詳細なエネルギー消費量データを収集し、省エネルギー技術の検討、改修後の省

エネルギー効果の試算、省エネルギー改修に係る経費を試算し、省エネルギー可能性を判断した。 

 

●ＥＳＣＯ事業可能性調査 
ＥＳＣＯ事業の実施において、事業性の可否を見極めることが、ＥＳＣＯ事業の確実性を高めること

になる。そのため、省エネルギー可能性調査結果をもとに、ＥＳＣＯ事業者を対象に、各施設について

民間資金活用型ＥＳＣＯ事業性の可否についてのアンケートによるＥＳＣＯ事業可能性調査を行った。 

省エネルギー診断対象施設（３５施設） 
 

施   設   名 延床面積（㎡） 建設年度 
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費 
原単位 

（MJ／㎡・年） 

行政事務施設 

府民センタービル（北河内、南河内、泉南、三島） 6,605～7,783 1972～1974 1,199～1,304 

府税事務所 
(中央,中河内,なにわ南,泉北,なにわ西,なにわ東, 
なにわ北) 

1,632～3,145 1965～1973 698～940 

府民健康プラザ（寝屋川、四条畷、守口、八尾） 1,358～2,839 1965～1994 852～1,251 

府庁本館 33,967 1926 1,078 

府庁別館 30,127 1964 1,444 

門真運転免許試験場 26,965 1994 1,927 

研究所 

公害監視センター 5,240 1968 2,560 

公衆衛生研究所 11,886 1961 2,462 

農林技術センター 5,338 1963 2,264 

会館 
女性総合センター（ドーンセンター） 12,762 1994 2,215 

教育センター 18,830 1993 896 

図書館 
中之島図書館 7,657 1904 556 

中央図書館 30,771 1995 1,555 

博物館 
近つ飛鳥博物館 5,925 1993 2,412 

弥生文化博物館 4,001 1991 1,467 

学校 
府立大学 180,138 1949 1,551 

東大阪高等職業技術専門校 9,244 1988 825 

医療施設 

府立病院 63,361 1989 3,341 

羽曳野病院 37,612 1975 4,192 

成人病センター 70,072 1959 2,430 

福祉施設 
砂川厚生福祉センター 14,960 1961 2,285 

障害者交流促進センター（ファインプラザ大阪） 8,344 1986 1,663 

特殊事務施設 布施警察署 3,313 1965 1,773 



◇府有建築物における省エネ可能率の分布 

省エネルギー可能性調査を行った３５施設を用途別に分類し用途別原単位を用いて、府有保全対象施

設と、病院、本庁舎を含む約４００施設のうち、小規模等のものを除外した１０４施設について省エネ

可能量の検討を行い、ＥＳＣＯ改修対象施設の延べ面積に乗じて省エネ可能率を算出した。 

 
省エネルギー可能性調査及び ESCO事業可能性調査結果と 

府有建築物における省エネ可能率の分布図 

     
【凡例】   ：省エネルギー可能性調査及びＥＳＣＯ事業可能性調査施設 

（数字はＥＳＣＯ事業の成立可能と答えた事業者数） 

         ◆ ：用途別原単位を用いて推計した府有建築物の省エネルギー可能量の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＥＳＣＯ事業の進め方 

ＥＳＣＯ事業が成立する条件として、延床面積、省エネ可能率、改修工事費等が重要なファクターと

判断した。そこで、それぞれの関係とアンケートによるＥＳＣＯ事業可能性について分析を行い、ＥＳ

ＣＯ改修対象施設について、以下のようなＥＳＣＯ事業の進め方を設定した。 
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12：教育センター

9：砂川厚生福祉センター

16：女性総合センター

4：公衆衛生研究所

2：東大阪高等職業技術専門校

10：布施警察署

10：障害者交流促進センター

3：泉北府税事務所

1：守口府民健康プラザ

1：なにわ西府税事務所

1：泉南府民センタービル

1：南河内府民センタービル

1：北河内府民センタービル

2：三島府民センタービル

1：なにわ東府税事務所

0：なにわ北府税事務所

0：中央府税事務所

0：なにわ南府税事務所

3：中河内府税事務所

1：八尾府民健康プラザ

2：四条畷府民健康プラザ

0：寝屋川府民健康プラザ

5：弥生文化博物館

2：近つ飛鳥博物館

2：農林技術センター

2：公害監視センター

3：中之島図書館

  

(参考)母子保健総合医療センター 

Ａグループの要件 

Ｂグループの要件 



●民間資金活用型ＥＳＣＯ事業で対応する施設 

 

・Ａグループ→実施効果が大きいため、優先して事業を実施することが望ましいと判断されるもの。 

延床面積１０，０００㎡以上、省エネ可能率１０％以上、ＥＳＣＯ事業可能性を１０社以上が示した

もの、等の要件を満足するもの（９施設）。 

 

 (参考) Ａグループ施設  

Ａグループ 竣工年 延床面積（㎡） 

大阪府三島府民センタービル  ※１ １９７２ ７，２７１ 

大阪府南河内府民センタービル  ※１ １９７２ ７，６９５ 

大阪府泉南府民センタービル  ※１ １９７２ ７，７８３ 

大阪府北河内府民センタービル  ※１ １９７４ ６，６０５ 

大阪府立病院   ※２ １９８９ ６３，３６１ 

大阪府羽曳野病院   ※２ １９７５ ３７，６１２ 

大阪府成人病センター  ※２ １９５９ ７０，０７２ 

大阪府庁 本館   ※３ １９２６ ３３，９６７ 

大阪府庁 別館   ※３ １９６４ ３０，１２７ 

  
※１：府民センタービルは４箇所一括で実施できるとして基準を緩和しＡグループに選定した。 
※２：病院については、将来の使用状況を見極める必要がある。 

※３：府庁本館、別館についても一括で実施できる（別途新庁舎計画と整合を図る必要が残る）として基準を緩和し、 
Ａグループに選定した。 

 

・Ｂグループ→エネルギー使用量が中程度であるが事業実施を進めることが望ましいと判断されるもの。 

延床面積６，０００㎡、省エネ可能率６％以上、ＥＳＣＯ事業可能性を５社以上が示したもの、等の

要件を満足するもの。 

なお、一部の小規模事務庁舎については、府民センタービルと同様、複数施設を一括して実施するこ

とを検討する（１９施設）。 

 

●自己資金型ＥＳＣＯ事業（ｷﾞｬﾗﾝﾃｨｰﾄﾞｾｲﾋﾞﾝｸﾞｽ方式）等で対応する施設 

 

・Ｃグループ→事業実施の手法については、自己資金型ＥＳＣＯ事業（ｷﾞｬﾗﾝﾃｨｰﾄﾞｾｲﾋﾞﾝｸﾞｽ方式）もしく

は、従来型の省エネルギー・グリーン改修工事によることが適当であると判断されるが、今後のＥＳＣ

Ｏ事業の普及によっては民間資金活用型ＥＳＣＯ事業による対応も考えられる。 

 

 

 

■ＥＳＣＯ事業実施の効果 

 府有のＥＳＣＯ改修検討対象の１０４施設すべてにおいて、ＥＳＣＯ事業を実施した場合の効果は以

下のとおりである。（実施効果の算定にあたっては、先行して事業化した府立母子保健総合医療センター

を加えた）。 



 
実施分類 施設数 

改修工事費

（百万円） 

削減費合計

（百万円） 

省エネルギー可能量（年間） CO2(ton/y) 

削減量 電気（MWh） ガス(km3)  水道(km3) 

民間資金活用型 
A ｸﾞﾙｰﾌﾟ+母子保健総合センター 10 2,134 413 24,540 + 2,338 22 4,432 

B ｸﾞﾙｰﾌﾟ 19 209 50 1,314 73 19 584 

自己資金型等 C ｸﾞﾙｰﾌﾟ 76 573 80 2,405 138 31 1,110 

 合 計 105 2,917 543 28,259 + 2,127 73 6,126 

現状 105施設の合計 3,771 115,546 9,987 1,878 62,867 

削減率 14.4% 24.5%  3.9% 9.7% 

※ガス使用量の増加はコージェネレーション設備の導入を想定したため 

◇民間資金活用型ＥＳＣＯ事業の実施の効果 

●事業実施が可能な施設の数は、検討対象とした１０４施設のうち、Ａグループは９。

Ｂグループは１９である。 

●民間資金活用型ＥＳＣＯ事業により削減が見込まれる光熱水費 

Ａ、Ｂグループ＋府立母子保健総合医療センターのＥＳＣＯ事業実施により 

削減される光熱水費は、合計で年間４．６２億円。 

●民間資金活用型ＥＳＣＯ事業により削減が見込まれる二酸化炭素排出総量 

Ａ、Ｂグループ＋府立母子保健総合医療センターのＥＳＣＯ事業実施により低減される二酸化炭素排

出削減量は、年間５，０１６トンと見込まれる。同量の二酸化炭素を、植林により固定化するとすれ

ば、大阪ドームの約３２倍の面積の植林※1に相当する。 

●民間資金活用型ＥＳＣＯ事業により削減が見込まれるエネルギー量 

Ａ、Ｂグループ＋府立母子保健総合医療センターのＥＳＣＯ事業を実施すれば、 

エネルギー使用量は、原油換算で年間にドラム缶約２１，０００本分※2が削減される。 

●民間資金活用型ＥＳＣＯ事業の実施により新たに創出される事業の規模 

Ａ、Ｂグループ＋府立母子保健総合医療センターのＥＳＣＯ事業実施により、総額４８．３１億円の事業

が創出されると見込まれる。 

   ※1：二酸化炭素の植林による固定値は、１ｈａ当たり 1年間に 46.2ton-CO2として換算 

※2：ドラム缶は 1本 200リットル→14,500本で 2,900ｍ3 

■目標期間と具体的な推進手法 

 省エネルギー可能性調査を実施した３５施設のうち、民間資金活用型ＥＳＣＯ事業により省エネルギ

ー化を図るべきＡグループ、Ｂグループの建築物については、事業実施による様々な効果が期待できる

ため概ね５年間程度を目標期間として順次事業化を図りたい。また、省エネルギー可能性調査が未実施

の建築物で事業化が有望な建築物については、早急に省エネルギー可能性調査を実施し、可能性を見極

めて、事業化につなげていく。 

事業の円滑な推進のために、関連部局で構成する「府有建築物ＥＳＣＯ事業推進会議」を設置し、効

率的な事業化を図っていく。 

 

       大阪府建築都市部公共建築室設備課  
ＴＥＬ：０６－６９４１－０３５１（内線４６３９）ＦＡＸ：０６－６９４４－６８３３ 

ホームページ http://www.pref.osaka.lg.jp/ 
平成１４年９月 

http://www.pref.osaka.lg.jp/

